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<外出支援サービス事業>

<天塩訪問介護事業所事業>

1 地域活動を通じて住民ニーズを把握し、その課題解決を図る仕組みづくり

◎　コーディネーター活動
・サロン等を利用し、天塩地域支え合い推進員(CSW)が、高齢者等に生活課題の聞き取り

◎　健康づくり世代間交流 ◎　福祉委員関係
・「健康てしお21」推進委員会 ・福祉委員会議

(感染症拡大防止のため中止) (感染症拡大防止のため郵送対応)

◎　民生委員関係 ◎　住民行事・天塩町ふれあい大運動会
・民生委員児童委員協議会定例会　3名 (感染症拡大防止のため中止)
・民生委員児童委員協議会　2名
・歳末たすけあい義援金贈呈　22件 ◎　住民行事・天塩町地域福祉大会
・歳末たすけあい「おせち料理」配布　38件 (感染症拡大防止のため中止)

◎　成年後見制度に対する取り組み
・留萌管内地域包括支援センター等意見交換会兼認知症地域支援推進員ネットワーク会議　1名
・成年後見制度普及啓発セミナーin北海道　1名
・市民後見人等フォローアップ研修(資料送付)
・福祉委員会議(資料送付) ◎　生活困窮者に対する支援

・天塩町生活福祉資金貸付事業　1件
◎　日常生活自立支援事業 ・北海道社会福祉協議会の福祉資金貸付　1件

・自立生活支援専門員・生活支援員研修会　4名 ・生活困窮者の法外支援援助
・契約　1件、 見守り(未契約)　3件 →公営住宅退去のためゴミ出し

令和2年度 天塩町社会福祉協議会事業報告

事業報告については次のとおりになっています。

今後も、福祉ニーズの多様化・複雑化に対応するため、効率的・

効果的な経営を実践し、社会福祉の向上に努めてまいります。

(決算報告は天塩町社協ホームページにも掲載しております。)

てしお社協

天塩町社会福祉協議会事業報告および収支決算報告は、6月開催の

理事会及び評議員会において承認をいただきました。令和2年度も町民

の皆様から会費、寄付金をはじめ、ボランティア支援等のたくさんの善

意をいただきながら事業を実施いたしました。

町から指定管理を受けております3施設の運営も、21年度からの実

績・ノウハウをふまえ、職員の研修会参加や勉強会を積極的に開催

し、看取り介護を開始する等、介護の質の向上を行うともに着実で安

定した経営に努めました。

地域福祉の分野では福祉委員や民生児童委員協議会との連携や各

福祉団体事務局支援、たすけあいによる募金活動、各種サロン開催、

日常生活自立支援事業、生活困窮者の支援、地域生活を支える在宅

福祉・介護サービスの提供など、幅広く活動しました。令和2年度も外出

支援・配食サービス事業では堅調なご利用をいただきまして、ニーズへ

の対応をおこなってまいりました。

<外出支援サービス事業>

<訪問介護事業>



2 多様な住民・福祉活動を積極的に促進し、住民がともに支え合う地域福祉の仕組みづくり

◎　福祉団体等支援 （単位：円） ◎　介護予防支援事業
団　体 社　協 共同募金 介護予防支援事業は町から委託され、様々なサロ

天塩町身体障がい者福祉協会 ン開催と、社協が支援する各福祉団体の活動にサ
天塩町母子寡婦会 ロンを取り入れた介護予防事業を展開しています。
天塩町遺族会 サロン名 回数 参加者

天塩町手をつなぐ親の会 天塩いきいき(送迎あり)

天塩町老人クラブ連合会 雄信内いきいき(　〃　）

天塩町子ども会育成部連絡協議会 天塩おでかけ(送迎なし)

天塩町ことばの教室親の会 しゃっきり夕映

つくしんぼ教室 八丁目シニア倶楽部

天塩町ボランティア連絡協議会 11丁目長生部

天塩小学校(ボランティア) 南町ひまわり部会

天塩中学校(ボランティア) 身障協会

天塩高校(ボランティア) 健康麻雀

合　計 ・高齢者見守り事業　　　　 12件
・介護予防チャレンジ教室送迎　　　　

◎　福祉体験・福祉教育・除雪ボラ関係
・天塩中学校除雪ボランティア ◎　愛情銀行

・一般寄付金(香典返しの一部を） 31 件
◎　天塩町福祉除排雪サービス事業 円

(町委託事業) ・指定寄付金（社会福祉のために） 17 件
・提供期間11月21日～3月25日 円
・利用登録者/82名/総除排雪回数/1,563回

<天塩中学校様 除雪ボランティア> <介護予防支援事業>

3 住民が安心して暮らし続けるための介護・福祉サービスの提供体制の仕組みづくり

◎　特別養護老人ホーム恵愛荘指定管理受託事業 ◎　短期入所生活介護指定管理受託事業
・延べ利用者604名/利用日数17,892日 (ショートスティサービス）

・延べ利用者138名/利用日数1,810日
◎　老人デイサービスセンター指定管理受託事業

・年間開設日数265日/延べ利用者数4,968人 ◎　天塩訪問介護事業所事業
(天塩町社会福祉協議会直営事業所)

◎　ケアハウス「かがやき」指定管理受託事業 ・介護保険適用/延べ利用者326人/3,603回
・入居者数　延べ169名

◎　居宅介護支援事業所事業
◎　天塩町老人福祉センター指定管理事業 (天塩町社会福祉協議会直営事業所)

(老人福祉法に基づく施設) ・ケアプラン作成/432名
・集会室60件/延べ606名
・作業室125件/延べ487名 ◎　介護保険制度を補完する福祉、介護サービス
・旧管理人室/74件/延べ589名 ・外出支援サービス　215件/延べ344件
・合計259件　延べ1,682名/1日当たり6.7名 ・障がい者外出支援サービス　205件/延べ1,298件

・町外移送サービス　16件/延べ23件
◎　生活管理指導短期宿泊事業 ・軽度生活援助サービス　12人/延べ19件

(町単独ショートステイサービス） ・食の自立支援サービス　184件/延べ2,196件
・利用者21名/延べ利用日数63日 ・生活管理指導員派遣事業　162件/805人
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4 地域住民から必要とされるトータル福祉が確保できる社協を目指し、組織・人材・財源の基盤づくり

◎　社協会員会費制度 ◎　資格合格者
・一般会員　1世帯/300円 ・介護福祉士　1名　　・介護支援専門員　1名

40町内会/396,000円
・特別会員　個人/1,000円 ◎　社協広報活動

188名/188,000円 ・社協だより発行(2回)
・賛助会員　団体/3,000円 ・施設課だより発行(2回)

41団体/88口/264,000円
合計848,000円 ◎　備品貸出事業

・行事用テントの貸し出し 2件/7張
◎　四役会議、理事会、評議員会等の開催 ・車いすの貸し出し 6件/6台

・四役会議/3回　・理事会/4回　・評議員会/3回
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【決算報告】
令和2年度　天塩町社会福祉協議会事業活動決算書

自 令和2年4月1日　至 令和3年3月31日

(単位：円)
勘定科目 法人本部事業 特別養護老人ホーム事業 ケアハウス事業 合計

収 会費収益

益 寄付金収益

経常経費補助金収益

受託金収益

事業収益

負担金収益

介護保険事業収益

老人福祉事業収益

障害福祉サービス等事業収益

その他の収益

サービス活動収益計(1)

費 人件費

用 事業費

事務費

利用者負担軽減額

共同募金配分金事業費

助成金費用

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益

益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)

費 支払利息

用 その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

収 施設整備等補助金収益

固定資産受贈額

益 拠点区分間繰入金収益

特別収益計(8)

費 国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

用 特別費用計(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

募金取崩額(15)

その他積立金取崩額(16)

その他積立金積立額(17)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
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848,000 848,000

1,851,795 1,851,795

7,999 4,411 12,410

30,475,576 76,976,467 24,391,008 131,843,051

30,483,575 76,980,878 24,391,008 131,855,461

7,495,509 △ 1,989,320 4,584,115 10,090,304

22,988,066 78,970,198 19,806,893 121,765,157

0 9,528,000 0 9,528,000

13,832,616 △ 8,770,000 0 5,062,616
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1,657,124 4,265,109 471,564 6,393,797

620,000
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5,624,646 24,051,822 4,620,860 34,297,328

13,594,832 249,584,037
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貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)
資産の部 負債の部

【流動資産】 【流動負債】

現金預金 事業未払金

事業未収金 1年以内返済予定リース債務

未収補助金 職員預り金

前払金

【固定資産】 【固定負債】

(基本財産) リース債務

定期預金 退職給付引当金

(その他固定資産) 負債の部合計

建物 純資産の部

車輌運搬具 【基本金】

器具及び備品 【国庫補助金等特別積立金】

無形リース資産 【その他の積立金】

貸付事業等貸付金 社協運営安定積立金

修学資金貸付金 事業運営安定積立金

退職給付引当資産 【次期繰越活動増減差額】

社協運営基金積立資産 【うち当期活動増減差額】

事業運営安定積立資産 純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

45,256,377

13,430,412

31,825,965

72,825,349

1,000,000

27,568,972

19,735,628

5,068,404

2,764,940

146,898,811

84,364,068

59,257,598

2,545,000

732,145

183,304,855

1,000,000

1,000,000

182,304,855

697,571

4,027,187

2,837,117

91,373,178

525,067

124,010,199

32,637,021

330,203,666

18,498,816

240,000

168,000

31,825,965

32,637,021

91,373,178

330,203,666

131,843,051

10,090,304

257,378,317
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10月より「赤い羽根共同募金」運動実施中



介護保険サービスを利用できる方

① 65歳以上で要介護認定を申請し、介護を必要と認定された方（どんな理由でも申請できます）
② 40～64歳で要介護認定を申請し、介護を必要と認定された方（医療保険加入者で特定疾病※の診断を受けている方）

※特定疾病とは、加齢に伴う身体や精神的変化を伴う病気16種類が指定されています。

　　　詳しくは、申請の際にお問い合わせください。

申請からサービス利用までのおおまかな流れ

① ご本人またはご家族が役場窓口に申請をします。

(ただしご本人やご家族が申請に行けない

場合は、当事業所が代行いたします。)

② 市町村職員等が自宅へ訪問し認定調査を行います。

身体の状況や生活環境などを調査します。

通常１時間ほどで終わります。

③ 認定審査

町が任命した保健、医療、福祉の学識経験者による

介護認定会が、認定調査員の調査を入力したコンピューター

による1次判定と主治医の意見書を基に認定を行います。

④ 審査により要介護度が認定された場合

は市区町村から「被保険者証」が届きます。

申請から認定が下りるまでおおよそ1ヶ月くらいかかります。

急を要しサービスを利用される方は、認定結果が出る前に

事業所との契約やサービスの利用も可能です。（詳しくはお問い合わせください）

※認定結果に不服がある場合は「介護保険審査会」に不服審査を

申請することができます。(但し認定後60日以内)

【審査判定の結果】

要支援 1 ・ 2 日常生活に支援が必要な状態

要介護 1～5 常に介護を要する状態

自立(非該当) 介護保険サービスは利用できませんが、他の福祉サービスは利用できます。

●要介護認定を受けた方は介護保険サービスを利用する事ができます。在宅で生活を希望される方はご本人・ご家族等

　の要望を踏まえ、本人の能力に応じたサービス計画に基づきサービスが提供されます。

居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受けて、介護支援専門員

(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業者のことです。

ケアマネージャーは、介護保険の専門的知識を広くもっており、介護サー

ビスを利用する際の相談に応じたり、アドバイスをさせていただきます。

また、居宅サービス事業者等(ヘルパーさんやデイサービス等)との連絡・

調整を行い、心身の状況、環境、ご本人やご家族の希望等を考慮して居

宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行ないます。

北海道共同募金会

一
次
判
定(

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ)

二
次
判
定(

介
護
認
定
審
査
会)

認
定
調
査(

認
定
調
査
員)

結
果
通
知

要
介
護
認
定
申
請

面談、状態の把握等

居宅介護支

援事業所と

契約

ケアプランの作成

サービス事業者

と契約

サ
ー
ビ
ス
利
用



を楽しく♪


